
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和７年１２月２６日（金）   １０：０１～１０：１２ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口  洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原  稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本   尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者: 赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤   啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ４件 

○国会提出案件    ２５件 

○人事         ３件 

○配布         ２件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、尾﨑副長官から御説明申し上げます。 

○尾﨑内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「防災立国の推進

に向けた基本方針」について、御決定をお願いいたします。本件につきましては、

後程、牧野大臣から御発言があります。 
次に、「特定秘密保護法の統一的な運用基準」の一部変更について、御決定をお願

いいたします。本件は、特定秘密に係る適性評価の的確な実施等を確保するため、

規定の整理を行うものであります。 
次に、「令和８年度一般会計歳入歳出概算」について、御決定をお願いいたします。

本件につきましては、後程、財務大臣から御発言があります。 
次に、「令和８年度税制改正の大綱」について、御決定をお願いいたします。本件

につきましては、後程、財務大臣及び総務大臣から御発言があります。 
次に、質問主意書に対する答弁書２５件について、お手元の資料のとおり、御決

定をお願いいたします。 
次に、人事案件について、申し上げます。まず、小野田内閣府特命担当大臣が、

シンガポール国政府要人との会談等のため、１月８日から１０日まで、海外出張さ

れますので、御了解をお願いいたします。 
次に、外務省人事といたしまして、フィジー国駐箚大使田島浩志に、兼ねてナウ

ル国駐箚を命ずることを承認することについて、御決定をお願いいたします。 
次に、木村良雄外２３４名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
次に、配布資料といたしまして、「労働力調査報告」があります。本件につきまし

ては、後程、総務大臣及び、関連して厚生労働大臣から御発言があります。 
次に、「会計検査院法の規定に基づく報告書」があります。本件は、参議院からの

要請に基づき実施した会計検査の結果を参議院に報告した旨、会計検査院から通知

があったものであります。 
○木原国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、牧野大臣。 
○牧野国務大臣：「防災立国の推進に向けた基本方針」について御説明申し上げます。

本基本方針は、世界有数の災害発生国である我が国において、人命・人権最優先の

防災立国を実現すべく、我が国の防災全体を俯瞰的にとらえ、徹底した事前防災と、

発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁の必要性や機

能、果たすべき役割、組織体制の在り方などを示すものです。今後は、次期通常国

会に所要の法律案を提出し、令和８年中の防災庁の設置に向けて準備を加速してま

いります。閣僚各位においては、本基本方針を踏まえ、各所管の専門性を最大限に

いかしながら、政府一体となって事前防災や災害対応に臨む体制を構築できるよう、

御尽力・御協力をお願いいたします。 

○木原国務大臣：次に、財務大臣。 
○片山国務大臣：令和８年度予算の概算及び令和８年度税制改正の大綱につきまして、

私から大要を御説明いたします。最初に、令和８年度予算につきまして、御説明い
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たします。令和８年度予算は、令和７年度補正予算での対応に続き、切れ目無く、

「強い経済」を実現するものであり、複数年度の取組、歳出構造の平時化に向けた

取組を推進し、重要施策について予算を増額しております。こうした結果として、

一般歳出は７０兆１，５５７億円となります。これに地方交付税交付金等２０兆８，

７７８億円及び国債費３１兆２，７５８億円を加えた一般会計歳出の規模は、総額

１２２兆３，０９２億円となります。次に歳入のうち、租税及び印紙収入は８３兆

７，３５０億円、また、その他収入は、８兆９，９０２億円となります。以上の結

果、公債の発行額は、２９兆５，８４０億円となっており、１７年ぶりとなった令

和７年度当初予算に続き、当初予算としては２年連続で３０兆円を下回っています。

なお、令和８年度財政投融資計画につきましては、不確実性が高まる国際情勢の中

で、強靭な経済構造の構築や、「強い経済」の実現に向け、官民が連携した積極的な

投資促進、物価高への対応、地方、暮らしの安定に向けた課題解決の取組推進のた

め、その所要額として、総額１９兆１８０億円としております。続いて、令和８年

度税制改正の大綱につきまして、御説明いたします。令和８年度税制改正におきま

しては、物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる

仕組みを創設するとともに、中低所得者に配慮しつつ、課税最低限を１７８万円ま

で先取りして引き上げます。また、「強い経済」の実現に向け、大胆な設備投資促進

税制を創設するほか、租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直し

や研究開発税制の強化を行います。加えて、税負担の公平性を確保する観点から、

極めて高い水準の所得の負担の見直しを行うほか、防衛特別所得税の創設等を行い

ます。以上御説明いたしました、令和８年度予算の概算及び令和８年度税制改正の

大綱につきまして、御決定をいただきたいと思います。各位の御協力により作業を

終えることができたことにつきまして、感謝の意を表します。 
○木原国務大臣：次に、総務大臣から２件御発言がございます。 
○林国務大臣：財務大臣から御発言がありましたが、私からも令和８年度税制改正の

大綱の概要について御報告いたします。令和８年度税制改正においては、地方税関

係においても、個人住民税のひとり親控除等の見直しのほか、道府県民税利子割に

係る清算制度の導入や、自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに軽油引取税の

当分の間税率の廃止等を行うこととしております。今後、この大綱に沿って、所要

の法案を提出していくことになりますので、引き続き、関係各位の御理解と御協力

をお願い申し上げます。 
○林国務大臣：本日、労働力調査結果を公表いたしました。１１月の完全失業率は、

季節調整値で２．６パーセントと、前月と同率となりました。就業者数は６，８６

２万人と、１年前に比べ４８万人増加し、４０か月連続の増加となりました。この

うち、女性の就業者数は３，１６２万人と、比較可能な昭和２８年以降で過去最多

となりました。今後も就業者や完全失業者などの状況を注視してまいります。 
○木原国務大臣：次に、松本尚大臣。 
○松本（尚）国務大臣：令和８年度の機構・定員の審査結果について御報告します。

今回の審査では、「国家情報会議」を設置し、内閣情報調査室を「国家情報局」へ改
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組するほか、内閣に「防災庁」を新設して、必要な体制を整備することとしており

ます。また、外交・安全保障、治安・安全の確保、デジタル改革のほか、危機管理

投資・成長投資の戦略分野など、必要なところにはしっかりと措置し、内閣の重要

課題に確実に対応できる体制を整備することとしました。審査に当たりましては、

格段の御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 
○木原国務大臣：次に、厚生労働大臣。 
○上野国務大臣：令和７年１１月の有効求人倍率は、季節調整値で１．１８倍と、前

月と同水準となりました。求人・求職の動向や、総務大臣から報告のありました労

働力調査の結果をみますと、現在の雇用情勢は、有効求人倍率は横ばいで、求人が

引き続き求職を上回って推移しており、緩やかに持ち直しています。物価上昇等が

雇用に与える影響に留意する必要があると考えています。引き続き、雇用と生活を

しっかりと守るため、求職者の方が置かれている状況に応じた、きめ細かな就労支

援に取り組むとともに、事業主の方に対する人材確保支援に取り組んでまいります。 
○木原国務大臣：次に、内閣総理大臣から御発言がございます。 
○高市内閣総理大臣：小野田大臣は、海外出張いたしますが、その出張不在中、松本

洋平大臣を事務代理とすることといたします。 
○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
御発言はございますか。 

  無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和７年 

12月 26日 

◎ 一 般案 件

○ 防 災 立国の 推 進に 向 けた 基 本方 針 につ い て

（ 決 定）   （内 閣 官房 ）

〃 ○ 特定 秘密 の 指定 及 びそ の 解除 並 びに 適 性評 価 の実

施 に 関 し 統一的 な 運用 を 図る た めの 基 準の 一 部 変

更 に つ い て（決 定 ）          （ 同 上）

〃 ○ 令和 ８年 度 一般 会 計歳 入 歳出 概 算に つ いて

（ 決 定 ）   （財 務 省）

〃 ○ 令和 ８年 度 税制 改 正の 大 綱に つ いて （ 決定 ）

（ 財 務 ・ 総務省 ）

◎ 国 会 提出 案件

1. 参 議院 議 員小 西 洋之 （ 立憲 ） 提出 存 立危 機 事

態 が 「平 素」で あ ると す る政 府 答弁 に 関す る

質 問 に対 する答 弁 書に つ いて （ 決定 ）

（ 内 閣 官房） 

 ○ 1. 参議 院 議員 小 西洋 之 （立 憲 ）提 出 高市 総 理の

言う「台湾有事」の存立危機事態における「我 

が 国 と 密 接な 関 係に あ る他 国 」の 意 味等 に 関

す る 質 問 に対 す る答 弁 書に つ いて （ 決定 ）  

（ 同 上 ） 

1. 参議院 議 員小 西 洋之 （ 立憲 ） 提出 高 市総 理 の

言 う 「台 湾有事 」 に係 る 「ど う 考え て も存 立

危 機 事態 になり 得 るケ ー ス」 の 趣旨 等 に関 す

る 質 問に 対する 答 弁書 に つい て （決 定 ）

（ 同 上 ） 

1. 参 議院 議員小 西 洋之 （ 立憲 ） 提出 存 立危 機 事

態 の 要 件 該当性 を 判断 す るに 当 たっ て の「 戦

禍 」 及 び 「国民 が 被る こ とと な る犠 牲 」に 関

す る 質 問 に対す る 答弁 書 につ い て（ 決 定）

（ 同 上 ） 

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

［ 別　添 ］
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   1. 参議院 議 員仁 比 聡平 （ 共産 ） 提出 佐 賀県 警 に

お け るＤ ＮＡ型 鑑 定に 係 る不 正 行為 に 関す る

質 問 に対 する答 弁 書に つ いて （ 決定 ） 

（ 警 察 庁） 

   1. 参議院 議 員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 被害 者 手

帳 導 入の 政策目 的 及び 制 度設 計 に関 す る質 問

に 対 する 答弁書 に つい て （決 定 ）  （ 同上 ） 

1. 参 議院 議員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 被害 者 手

帳 導 入 時 の実効 性 の確 保 策等 に 関す る 質問 に

対 す る 答 弁書に つ いて （ 決定 ）   （ 同上 ） 

1. 参 議院 議員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 スル ガ 銀

行 不 正 融 資問題 の 早期 解 決に 関 する 質 問に 対

す る 答 弁 書につ い て（ 決 定）   （ 金 融庁 ） 

   1. 参議院 議 員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 子ど も か

ら の ＳＯ Ｓを聞 き 逃さ な い仕 組 みに 関 する 質

問 に 対す る答弁 書 につ い て（ 決 定） 

（ こ ど も 家庭 庁 ） 

   1. 参議院 議 員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 公用 車 に

搭 載 され たカー ナ ビの Ｎ ＨＫ 受 信料 に 関す る

再 質 問に 対する 答 弁書 に つい て （決 定 ） 

（ 総 務 省） 

1. 参 議院 議員ラ サ ール 石 井（ 立 憲） 提 出難 民 認

定 を 受 け たトラ ン スジ ェ ンダ ー 当事 者 の在 留

カ ー ド の 性別記 載 変更 に 関す る 質問 に 対す る

答 弁 書 に ついて （ 決定 ）     （ 法 務省 ） 

   1. 参議院 議 員ラ サ ール 石 井（ 立 憲） 提 出高 市 政

権 の 外国 人政策 の 在り 方 等に 関 する 質 問に 対

す る 答弁 書につ い て（ 決 定）    （ 同上 ） 

1. 参 議院 議員福 島 みず ほ （立 憲 ）提 出 ネッ ト オ

ー ク シ ョ ンにお け るア イ ヌ民 族 の戸 籍 簿の 売

買 に 関 す る質問 に 対す る 答弁 書 につ い て 

（ 決 定 ）              （ 同上 ） 

1. 参 議院 議員百 田 尚樹 （ 保守 ） 提出 帰 化の 許 可

及 び 永 住 許可の 要 件厳 格 化に 関 する 質 問に 対

す る 答 弁 書につ い て（ 決 定）    （ 同上 ） 
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   1. 参議院 議 員伊 勢 崎賢 治 （れ 新 ）提 出 ミャ ン マ

ー 国 民和 解担当 日 本政 府 代表 の 国民 和 解に お

け る 実績 に関す る 質問 に 対す る 答弁 書 につ い

て （ 決定 ）           （ 外 務省 ） 

1. 参 議院 議員小 西 洋之 （ 立憲 ） 提出 存 立危 機 事

態 に お い て我が 国 が我 が 国と 密 接な 関 係に あ

る 他 国 の 同意を 得 て武 力 行使 を する こ とに 関

す る 質 問 に対す る 答弁 書 につ い て（ 決 定） 

（ 同 上 ） 

   1. 参議院 議 員小 西 洋之 （ 立憲 ） 提出 日 中平 和 友

好 条 約に 規定す る 「武 力 に訴 え ない こ と」 に

関 す る質 問に対 す る答 弁 書に つ いて （ 決定 ）                      

（ 同 上 ） 

   1. 参議院 議 員小 西 洋之 （ 立憲 ） 提出 国 光あ や の

外 務 副大 臣によ る 小西 洋 之参 議 院議 員 への 質

問 通 告に 係る事 実 無根 の 誹謗 中 傷に よ る名 誉

毀 損 行為 に関す る 質問 に 対す る 答弁 書 につ い

て （ 決定 ）            （ 同上 ） 

1. 参 議院 議員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 イン ボ イ

ス 制 度 の 負担軽 減 措置 等 の柔 軟 な運 用 に関 す

る 質 問 に 対する 答 弁書 に つい て （決 定 ） 

（ 財 務 省） 

   1. 参議院 議 員百 田 尚樹 （ 保守 ） 提出 医 師の 応 招

義 務 及び 不法滞 在 の外 国 人の 医 療費 支 払等 に

関 す る再 質問に 対 する 答 弁書 に つい て 

（ 決 定）          （ 厚生 労 働省 ） 

1. 参 議院 議員百 田 尚樹 （ 保守 ） 提出 生 活保 護 費

に 関 す る 質問に 対 する 答 弁書 に つい て 

（ 決 定 ）             （ 同上 ） 

   1. 参議院 議 員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 マイ ナ 保

険 証 への 一本化 に 係る 準 備状 況 等に 関 する 質

問 に 対す る答弁 書 につ い て（ 決 定） （ 同上 ） 
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   1. 参議院 議 員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 マイ ナ 保

険 証 への 一本化 に 係る ト ラブ ル 及び 保 険証 の

切 替 えが 困難な 国 民に 対 する 支 援措 置 に関 す

る 質 問に 対する 答 弁書 に つい て （決 定 ） 

（ 厚 生 労働 省） 

1. 参 議院 議員 辻 元 清美 （ 立憲 ） 提出 原 子力 潜 水

艦 の 保 有 及び非 核 三原 則 に関 す る質 問 に対 す

る 答 弁 書 につい て （決 定 ）       （ 防 衛省 ） 

   1. 参議院 議 員小 西 洋之 （ 立憲 ） 提出 高 市早 苗 内

閣 総 理大 臣の言 う 「台 湾 有事 」 に係 る 「存 立

危 機 事態 」にお け る中 国 の我 が 国に 対 する 反

撃 又 は報 復攻撃 に 関す る 質問 に 対す る 答弁 書

に つ いて （決定 ）         （ 同上 ） 

 

◎ 人  事   

 ☆ 内 閣府特 命 担当 大 臣小 野 田紀 美 の海 外 出張 に つい

て （ 了 解 ）  
○ 各 府 省幹部 職 員の 任 免に つ き、 内 閣の 承 認を 得 る

こ と に ついて （ 決定 ）  
〃  ☆ 元通 商産 業 技官 木 村良 雄 外２ ３ ４名 の 叙位 又 は叙

勲 に つ い て（決 定 ）  
 

◎ 配  布 

☆ 労 働 力 調査報 告           （ 総 務省 ） 

☆ 会 計 検 査院法 第 ３０ 条 の３ の 規定 に 基づ く 報告 書

（ 内 閣 官 房） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

資 料  
な し  
 
 資 料  
あ り  
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